
 

  

安城市農業委員会議事録（定例会） 

日   時 

 令和３年７月２６日（月） 

 開会 午後３時００分 

 閉会 午後３時４５分 

会   場  安城市役所 第２３会議室 

 

委員会を構成

する委員数 

 

出席委員数 

 

 

欠席委員 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議事録署名者 

 

 

 

  

法第８条による委員数                １４名 

法第１８条による委員数               ２８名 

 

法第８条による委員数                １４名 

法第１８条による委員数               ２６名 

 

黒田清吾推進委員、日高広勝推進委員 

 

 

 

 

会長 林 茂樹 

  

 

 

 

岩瀨事務局長、近藤事務局課長、杉浦係長、市川主査、細井主査 

曾我主事、石川主事 

 

 

 

 

４ 横山 淳子 委員 

６ 神谷 誠  委員 

  

 



会議の記録 

 

午後３時、林茂樹会長は議長となり開会を宣する。 

 

 続いて議長は、議事録署名者として次の２名を指名 

 議事録署名者は ４ 横山 淳子 委員 ６ 神谷 誠 委員 

また、欠席者は １３ 黒田 清吾推進委員 １４ 日高 広勝推進委員  

 

  続いて議長は議事に従い、下記のとおり議案を上程 

 

□ 日程第１ 第２４号議案 農地法第３条の規定による申請について 

 

上記の議題について細井主査から次のとおり説明があった。 

 

日程第１第２４号議案、農地法第３条の規定による申請についてご説明申し

上げます。今回の申請は、受付番号１９から２１の計３件です。申請内容は、売

買が３件です。譲受人の理由は、農業経営規模の拡大を図るためが２件、農耕に

精進するためが１件です。 

譲渡人の理由は、相手方の要望によるためが２件、耕地遠隔等耕作不便のため

が１件です。 

下限面積要件、耕作従事要件や周辺地域との調和要件など、書類審査や現地調

査などで確認しておりまして、農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許

可要件のすべてを満たすと考えております。 

申請面積につきましては、田１，６９４㎡、畑５０８.３９㎡、合計２，２０

２.３９㎡です。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第２ 第２５号議案 農地法第４条の規定による申請について及び日

程第３ 第２６号議案 農地法第５条の規定による申請について 

 

 上記の議題について曾我主事から次のとおり説明があった。 

 

それでは、日程第２第２５号議案 農地法第４条の規定による申請について

ご説明申し上げます。 



今回の申請は、受付番号３、４の２件です。転用行為別に見ますと、自己用住

宅が１件、農家住宅の敷地の拡張が１件です。面積につきましては、田１５８㎡、

畑５６㎡、合計２１４㎡です。 

続きまして、日程第３第２６号議案農地法第５条の規定による申請について

ご説明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号６５から８３の１９件です。転用行為別に見ますと、

分家住宅が１０件、資材置場が１件、駐車場が３件、排水敷地が１件、工場が１

件、駐車場及び通路が１件、分譲住宅が１件、粘土採掘場が１件です。面積につ

きましては、田６，６１４㎡、畑７，９０９．７㎡、合計１４，５２３．７㎡で

す。 

 申し訳ありません、議案書に修正点がありますのでご案内いたします。戻って

いただきまして、第２５号議案、受付番号３につきまして、建蔽率が誤っており

ます。正しくは１８.１％です。次に日程２６号議案の受付番号７８につきまし

て、関連事項の土地改良区の行ですが、安城土地改良区、明治用水土地改良区に

加え、油ヶ渕悪水土地改良区が抜けておりました。大変失礼いたしました。 

それでは、説明案件に移ります。今回の説明案件は受付番号７２です。 

申請日は令和３年７月５日、同日農業委員会受付となっております。本案件は、

受人が、渡人の所有する田を転用し、工場を建設するものです。工場といっても

大規模な生産ライン等の設備がある施設ではなく、生産ラインの制御盤やロボ

ットといった、注文ごとに商品を作成する小規模な施設になります。受人は現在

一般電気関連設備製造・工事業務を行っています。現在●●町にある工場は借り

地で、手狭になってきたこともあり、申請地を購入・移転することで、機能集約

を図るために本申請を検討するに至りました。 

申請人、申請地、農地区分及び許可基準については、お配りした２６号議案資

料をご覧ください。 

資料１について申請の概要を記載していますが、最下段の立地基準・許可基準

について資料２を用いて説明いたします。 

申請地は住宅地に囲まれた農地であることから立地基準・第３種農地とみて

おり、許可できるものとしております。隣地地目や土地の形状は資料３でもご確

認いただけます。 

事業期間につきましては、令和３年９月１日から着工し、令和４年２月２８日

に完成する計画となっております。土地利用計画については、資料４でご説明し

ます。直接隣接する農地はありませんが、周辺にコンクリートブロック及びフェ

ンスを設置し隣接に干渉しない計画になっています。排水計画について、汚水雑

排水は下水道に放流します。雨水については敷地内排水路にて集水後、最終桝を

経由して既設側溝へ放流する計画となっています。 



許可後は、前述のとおり遅滞なく申請農地をその用途に供する予定です。 

また、申請者は資金計画についても支障なく、転用行為を行うために必要な資

力があると判断しています。 

説明案件を含む２１件いずれの転用計画につきましても、土砂の流出や汚水・

雨水の排水処理などについて、周囲農地等への悪影響を未然に防止する計画と

なっており、建築許可申請等の他法令上支障がないことを確認しております。 

本件以外で申請面積１，０００㎡以上の案件について、５ページ以降に記載して

います。該当案件は受付番号７０、７３、８３です。着色部が申請地、点線部が

一体利用地になります。 

なお、今回の申請に関する現地調査につきましては、７月１５日に、岩瀬正則

委員と鈴木貴士委員に行っていただき、現地にて申請書類と農地区分やその許

可の基準等について確認していただいております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第４ 第２７号議案 相続税の納税猶予に関する適格者証明願につい

て 

 

 上記の議題について石川主事から次のとおり説明があった。 

 

 日程第４第２７号議案、相続税の納税猶予に関する適格者証明願についてご説

明申し上げます。 

今回の申請は、受付番号１６から２２の７件です。内容審査及び現地調査を行

った結果、納税猶予を受けるに適格であると認められます。 

面積については、田３８，８０４㎡、畑３０３．３㎡、計３９，１０７．３㎡で

す。 

本日ご承認いただきましたら、相続税の納税猶予に関する適格者証明書を発

行する予定です。 

以上で説明を終わります。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

□ 日程第５ 第２８号議案 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による

農用地利用集積計画等について 

 



 上記の議題について石川主事から次のとおり説明があった。 

 

 日程第５第２８号議案農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地

利用集積計画等についてご説明申し上げます。 

今回の計画は、畑・樹園地利用促進制度による利用権設定を行うものです。 

それでは、「令和３年度農用地利用集積計画 （畑・樹園地利用促進制度分） 

令和３年８月１５日公告分」をご覧ください。 

 今回、新規設定を行う面積が６，４３６㎡、期間満了による更新の面積が  

８，１４６㎡、合計１４，５８２㎡となっています。 

前述の申請について、農用地利用集積計画の内容が安城市の農業経営基盤の

強化の促進に関する基本構想に適合し、農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の各要件を満たしていると考えます。本日ご承認いただきましたら、８月１５

日付けで公告させていただきます。 

なお、次ページ以降につきましては、実施総括表の明細でございます。明細表

につきましては、皆様にご覧いただきたいと思いますが、説明は省略させていた

だきますのでよろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

  

□ 日程第６ 報告第７号 専決処分について 

 

 上記の議題について細井主査から次のとおり説明があった。 

 

 日程第６報告第７号専決処分についてご報告いたします。 

 始めに、農地法第４条の届出についてご説明申し上げます。今回の申請は、受

付番号２０から２１の２件です。転用行為の概要は、共同住宅の建築が１件、小

屋の建築が１件です。面積は、田３９７㎡、畑５５㎡の合計４５２㎡となってお

ります。 

続きまして、農地法第５条の届出についてご説明申し上げます。今回の申請は、

受付番号５７から６５の９件です。転用行為別にみますと、住宅の建築が５件、

分譲宅地用地が３件、宅地用地が１件です。面積は、田１，２３４㎡、畑１，２

３２.５７㎡の合計２，４６６.５７㎡となっております。 

続きまして、農地法第１８条による合意解約についてご説明申し上げます。今

回の申請は、受付番号３５１から３５８の８件です。解約事由別にみますと、 

売却するためが５件、他者に賃貸しするためが１件、自作するためが        



２件です。面積は、田１６，９９７㎡、畑３３０㎡の合計１７，３２７㎡となっ

ております。 

続きまして、事業計画変更についてご説明申し上げます。今回の申請は、受付

番号３から４の２件です。変更の事由としましては、申請地は高低差があり、現

計画では天災等に対する耐久性に不安があることがわかったため、計画を縮小

するためが１件、新規採掘場を追加し、同時にこれまで作土置場として利用して

いた部分を採掘場として利用するため、一時転用の許可期限を延長するためが

１件です。 

面積は、変更前、田９，５６７㎡、畑４９６㎡の合計１０，０６３㎡となって

おります。変更後、田６，４６１㎡、畑４６９㎡の合計６，９３０㎡となってお

ります。 

最後に、農地改良届についてご説明申し上げます。今回の申請は、受付番号１

の１件です。改良の種別としましては、田畑転換です。面積は、田４６３㎡とな

っております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

 続いて、協議依頼事項について次のとおり説明があった。 

 

１ 粘土採掘場の現地調査結果について 

 

 上記の議題について市川主査から次のとおり説明があった。 

 

 事務局の市川です。１番の粘土採掘場の現地調査結果について報告いたしま

す。 

定例会資料の１ページから５ページの資料をご覧ください。調査は６月１１

日金曜日と６月２３日水曜日に実施いたしました。 

今回の調査対象は市内全域で１３箇所、総面積は１０１，７９０．５㎡です。 

その結果ですが、すべての採掘場が施工中でございました。 

文書による指導内容としましては、排水路の清掃がされていない不備、危険防

止柵の高さの不備の２件となっております。現地の状況は、資料の４ページ５ペ

ージをご覧ください。 

なお、文書指導の内容は、各施工業者に対し、７月７日付け文書にて指導をい

たしまして、７月１４日までに是正報告を受けております。 

なお、調査結果は本来この現地調査への出席を要請する予定であった愛知県



西三河農林水産事務所等にも送付しております。 

以上で１番についての報告を終わります。 

 

２ 農地パトロール（利用状況調査）について 

 

 上記の議題について杉浦係長から次のとおり説明があった。 

 

定例会資料の６ページをご覧ください。なお、この件についての具体的な業務

の流れや実施方法につきましては、本日の定例会の後に予定をしている研修会

の中で担当から詳しく説明させていただきますので、この場では農地パトロー

ルの実施に関するお願いとともに、実施の目的とスケジュールについてのみ簡

単にご説明申し上げます。 

では始めに、（１）の農地パトロールを行う目的でございますが、これは、優

良農地の確保とその有効利用の促進を図っていく、ということが主たる目的と

なります。また、農地法において、農地の権利を有する者は、その適正かつ効率

的な利用を確保しなければならないとの責務規定が設けられていることに加え、

農業委員会として、農地の利用状況調査を行うことが義務付けられております。

このため、農地パトロールを利用状況調査と位置付け、不耕作地の実態把握と発

生防止、解消対策、農地の違反転用の早期発見、防止対策等について重点的に取

り組みます。 

続いて、（２）の実施の対象でございますが、①不耕作地については、農地法

第３０条の規定に基づき、市内のすべての農地を対象に利用状況調査を実施し、

過去１年以上作物の栽培が行われておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供され

ないと見込まれる農地、又は、農業上の利用の程度がその周辺の地域における農

地の利用の程度に比べて著しく劣っていると認められる農地の所有者に対し、

農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導を行ってまいります。 

次に、②の違反転用農地については、市内の農業振興地域内の農用地を対象に

調査等を実施します。具体的には無許可の事業用等建築物と１，０００㎡以上の

駐車場や資材置場等に供されている農地の所有者に対し、指導を行います。特に、

建物が建っている場合は都市計画法にも違反し、悪質であるため、面積を問わず、

すべてが指導の対象となります。 

 続きまして、（３）のスケジュールについて簡単にご説明申し上げますが、こ

ちらは昨年度と変わることはございません。 

まず、農業委員、農地利用最適化推進委員の皆様には７月下旬から８月中下旬

までにかけまして、市内全域の農地の状況を調査していただきます。その後、委

員の皆様からいただいた報告を基に、９月の上旬ごろに事務局で現地調査を行



います。そして、事務局で行った現地調査の結果を、９月開催の農業委員会にて

皆様に報告させていただきます。そこで皆様の同意が得られましたら、１０月１

日付けで指導文書を送付させていただく予定です。その後は１か月ほど是正期

間を置き、１１月の初旬から委員の皆様に現地確認と合わせて、未だ改善されて

いない農地所有者に対しまして、是正指導をしていただきます。その結果を１１

月開催の農業委員会にて報告していただき、その報告を基に再度事務局で現地

調査を行います。現地調査の結果、未改善農地と違反転用農地につきまして、１

２月の農業委員会にて、皆様に最終報告をさせていただくという形になります。 

 ここまでが農地パトロールの一連の流れとなります。詳細につきましては、後

ほどの研修会で担当から説明をさせていただきます。 

 例年大変暑いさなかでの実施ということもあり恐れ入りますが、今年度も農

地パトロールの実施についてご協力をいただきますようお願い申し上げまして、  

この件についての説明は以上とさせていただきます。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

３ 農業委員及び農地利用最適化推進委員の公務災害補償制度の加入について 

 

 上記の議題について杉浦係長から次のとおり説明があった。 

 

では、定例会資料の８ページから始まる資料３でございます。最初に９ページ

をご覧ください。 

 まず、この制度の概要についてご説明いたします。冒頭部分、「加入方法につ

いて」という所の下、「１．制度のあらまし」が記載してあります。この保険制

度は全国農業会議所を保険契約者とし、主に農業委員と推進委員を被保険者と

する団体契約でございまして、被保険者が公務従事中に急激かつ偶然的な外来

の事故によって、死亡または入院、通院した場合等に保険金が支払われる制度で

す。 

当然のことながら、皆様は非常勤特別職の地方公務員ですので、公務従事中の

事故や怪我については公務災害が適用されますが、この保険は、プラスアルファ

としてよりきめ細やかな補償を受けるためのものとお考えいただきたいと思い

ます。 

 次に、「３．保険期間」でございますが、毎年１０月１日から１年間で、委員

等の個人の活動日のみが補償の対象となります。 

そして、「４．保険料」につきましては、農業委員及び推進委員向けにはＡ型

からＣ型までの３タイプがあります。Ａ型では年間で１口１，０００円からとな



っております。 

ここで、８ページにお戻りください。昨年は、委員の平均的な活動日数や、保

険料と補償内容とのバランスなどを考慮して、平均活動日数が３０日の場合を

想定したＡ型を２口加入しました。今年活動状況が大きく変わることはなく、ま

た、保険料、補償額ともに変更はありませんので、引き続き同様の契約内容とし

たいと考えております。 

その場合の補償金額につきましては、万が一の死亡の場合は１，３２０万円、

入院は日額１０，０００円、通院は日額６，０００円などとなっております。 

なお、保険料につきましては、皆様の親睦会の積立金の中から支払いをさせて

いただきたいと思いますので、別にご負担を求めることはいたしません。 

もちろん公務災害というのはないに越したことはありませんが、万が一の場合

に備えるのが保険でございますので、全員の加入についてご理解をよろしくお

願いいたします。 

 この件についての説明は、以上でございます。 

 

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

連絡報告事項について、次のとおり杉浦係長から説明があった。 

 

連絡・報告事項についてですが、まず、１ 農業委員会親睦会会計報告につい

てです。１３ページ、資料４をご覧ください。農業委員会親睦会の令和２年７月

２０日から令和３年７月１９日までの１年間の会計を報告いたします。 

 まず、収入の部につきましては、昨年は改選の年ということもあり、いったん

精算をしていますので、前期からの繰越金はありません。 

 次に、「報酬からの積立」は２５０万５，０００円でございました。内訳とい

たしましては、表の摘要欄のとおり、８月積立分が１人当たり１万円、９月から

１１月積立分まで、及び１２月から６月積立分までが１人当たり５千円の計１

０回分となっています。うち、９月から１１月積立分までの３回分は、木村委員

のご逝去に伴い４１名による積立となっております。 

 今期は、新型コロナウイルス感染症による感染予防対策のため、懇親会、視察

研修ともに実施しませんでしたので、その関係の収入及び支出はありません。 

その他、利息が１６円ありましたので、収入の合計としては２５０万５，０１６

円でした。 

 対する、支出の部につきましては、「慶弔見舞金等」が１３万５，５００円、

「公務災害共済掛金」が８万４，０００円でしたので、支出の合計は２１万９，

５００円でございました。 



 結果、差引額は２２８万５，５１６円で、委員１人当たりの残額は５万４，４

１７円でございますが、今回は還付を行わずに次期会計に繰越しをさせていた

だきます。 

 なお、親睦会の規約では、監事は会長職務代理者の職にある者が務めることと

定められておりますので、太田会長職務代理者に７月２０日付けで会計につい

ての監査をしていただき、適正であるとのご意見をいただいておりますことを

併せてご報告申し上げます。 

続きまして、２ 農地パトロールの町内会への周知についてでございますが、

１４ページ、資料５をご覧ください。 

先ほどご説明いたしましたとおり、不耕作地及び違反転用農地の解消のため、

農地パトロールを実施しますので、近々農業委員会が現地立ち入りを行うこと

について、市民の皆様に周知するとともに事前の理解を得るために、各町内会長

あてには７月上旬に、資料５の文書を回覧していただくよう依頼をいたしまし

た。併せまして、広報あんじょうの７月１日号でも、同様の趣旨で記事を掲載し

たことをご報告いたします。 

次に、３「農業委員・農地利用最適化推進委員等研修会について」ですが、資

料はありませんので、次第の記載事項のみでご説明いたします。この研修会は、

愛知県農業会議の主催で、県内を３地区に分けて毎年同じ時期に開催されてい

るものです。昨年度も同様の研修会のご案内はいただいたのですが、新型コロナ

ウイルス感染症の予防対策として、結果として、安城市は出席しないことといた

しました。今年度におきましても、９月１７日（金）の午後１時３０分から開催

するとの通知がありました。今のところ参加する予定で考えてろいますけれど

も、新型コロナウイルスの状況が日々変わる状況でございますので、８月中旬に

文書にて、全委員の方に対しまして、出欠席及び交通手段の確認をさせていただ

きますので、よろしくお願いします。 

 連絡・報告事項の１から３までについては、以上でございます。 

  

 議長が質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

配付物についてですが、農業委員会業務必携、のうねん７月号をお手元に配付

いたしました。ご活用ください。 

最後に、５ 次回予定ですが、８月２３日（月）に安城市役所さくら庁舎２階

にて開催します。午後１時３０分より運営委員会を、午後２時３０分より定例会

を、午後３時３０分より研修会を行います。 

なお、８月の運営委員会からは、本日の総会にて承認をいただきました推進委

員の５名の方にご出席をいただくことになりますので、よろしくお願いします。 



また、８月の定例会終了後に研修会を予定しております。この研修会につきま

しては、農地の貸付についてを考えております。 

 連絡・報告事項については、以上でございます。 

 

 

 議長が質疑を諮ったところ、次のとおり意見があった。 

 

〇石川 和明推進委員 

 

 最近感じることのなかで、比較的規模の大きい転用等々がされたときに、農業

が受ける影響が気になっておりますので、この場でお話をさせていただきたい

と思います。 

例として、過去に私が聞いているところでは、比較的大きな面積が転用される

ことによって、環境保全会が影響を受けて、一丁歩以上ですと、遡って返金とい

うことになります。そういったところも今から大事なことだと思います。合わせ

て、排水路の関係も影響を受けてくるのかなと。転用の時というのは、一時的に

貯水のできる機能で、ということで、申請は上がってきますが、実際は最後のと

ころというのは、そういうものはなくなってしまって、通常通り排水路に水が出

されております。その排水路のところが、当時農業用の排水路はアームが出っ張

ったものがほとんどなんです。そこの排水路に受ける農業以外のところの影響

が受けるようになると、今度は大量の水が一気に出るようになるという事実が

あって、そういうところについては、地元の土地利用協議会だとか、そういった

ところもしっかり詰めてですね、当事者が反応できるような、そんなかたちも考

えていかないといけないと思います。 

私の担当地域で、実はたまたま、公共施設が、今あるところに駐車場で拡張の

話が上がっていまして、そこのところなんかも、公共ですから、当事者がそのく

らいのことをやってもらわないといけない、そんな話も今提案してるところな

んですが、他にも実はそういったところで、長年経って、農業が離れてしまって

いるから、そういった古いアームのまんまで、半分以上泥が埋まってしまったり、

そんなようなケースがありますから、ここにいる皆様方もそういったところを

視野に入れた中で、５年先１０年先でも影響のないように、今のうちから考えて

おく必要があるかなということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 

〇議長 

 

 石川委員、みなさんに意見を聞いた方がいいですか。 



 

〇石川 和明推進委員 

 

 今から議論をしていけばいいと思いますけど、とりあえず、意見として農業委

員会でも考えていってもらえればいいなと思います。 

 

〇議長 

 

 ●●でもそのようなことがあります。●●地域でなくて、隣の地域から流れて

くることがありまして、地域が違うと、農業委員として意見が出せなくて、後に

なってからいけないのでといって、そこの地域の人に話をしたこともあります。

やはり、そういう部分もあると思いますので、駐車場とかでも、その地域だけで

なくて、流れてくる地域が、沈むのは低いところが沈むので、災害が起きる前に、

そういうところもそれなりに、駐車場の場合には、駐車場が田んぼと同じくらい

の治水能力があるような感じで、調整池を作るなり、何か考えてもらう必要があ

ると思います。そういったことも意見として出していくのが必要なことだと思

いますので、皆様も協力して、大きな工場とか駐車場とか色々なものが出来る場

合は、そういう意見を出していってもらいたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

 

〇鳥居 英持推進委員 

 

 今回の会議の前に事務局にお願いした内容があるんですけれども、何かと言

いますと、農業委員会活動記録簿、これは、一年間を通して細かい内容について

も書くということで、みなさんも記録していると思いますけど、この用紙は今日

いただけるんですか。 

 

〇杉浦係長 

 

 農業委員の活動報告につきまして、例年９月ですかね、お話させていただいて

いるということでございまして、用紙としては、４月から３月、年度で出してく

ださいとお願いさせてもらっているんですけれど、委員さんの任期が７月なの

で、その後の８月、９月に報告書の記載方法についてお話をさせていただいてお

りまして、毎月の活動報告、毎月単位の活動が分かるものは、そのときに１年間

分書けるようにということで、１２枚配布させていただいておりまして、年間の

報告としてはその中で毎月、１年にまとめたもので、４月頭に提出をお願いして



います。今は、昨年の９月にお配りしました毎月の活動報告に記録をしておいて

いただきまして、また８月９月に説明させていただきますので、その時にまた新

しく毎月書けるような紙をお配りしたいと思っておりますので、今は、昨年９月

に配布しました毎月の活動内容に記載しておいていただきたいと思います。 

 

〇鳥居 英持推進委員 

 

 年度が変わったので、４月からのものがあるのかなと思って聞きました。 

 

 議長が再度質疑を諮ったところ、全員異議なく了承。 

 

午後３時４５分、議長は閉会を宣する。 


